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1. 現代社会と農村の変化をどう認識するか

　米作りを担う日本の農村社会も先進国社会の一部分社

会であることに間違いない．そこで米政策と農村社会と

の関連を考えるにあたって，現代社会の社会理論で何が

問題となっているかについてから始めたい．

　社会学者の三上剛史によると，1980 年代末以降の社

会理論の趨勢は，「『秩序』や『道徳』がどのようにして

可能となるのか」に関心が向かっている（三上〔13：2～

26〕）．代表的な論者として，「討議倫理学」の J.ハバー

マス，システム理論によって規範主義的理論構成を批判

するN.ルーマン，グローバル化する社会の秩序を変容

した「親密性」で埋めようとするA.ギデンズ，「リス

クの分配」として現代社会を描くU.ベック，「ポスト

モダン倫理」を構想する Z.バウマンなどがいる．その

背景には，希薄化する社会の紐帯という問題認識があり，

従来型の社会紐帯に代わる新しい紐帯のかたちとは何か

という問いがある．

　都市に比べると農村の社会的紐帯は依然として強いと

いえる．その社会的紐帯の強さが農村特有の「あたたか

さ」と評価され，都市住民からツーリズムや移住の理由

としてまなざされることもある．しかし日本の農村も変

化しつつある．大枠で考えると，まず都市社会における

紐帯の変化と同様の傾向がみられる．共有される道徳の

希薄化である．農村の場合，世代交代の意義も大きい．

兼業化や脱農化が進むと，狭い集落社会にのみ関心を集

中させることがなくなる．農業から遠ざかると，農地や

水に関する関心が弱まり，それを契機とする共同性も弱

まる．世代交代して農業に関心の薄い世代が社会の中心

になれば，そうした傾向は劇的に進む．さらに，中山間

地域においては，継承されてきた社会的紐帯が人口減少

によって物理的に失われようとしている．農村に残存す

る社会的紐帯を過大評価するのはもはやアナクロニズム

である．

　そこで本論では，以上のような農村における社会的紐

帯の希薄化に対して，いかに新しい社会的紐帯＝人々の

つながりを構想するかという課題を根本に設定する．
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　この課題をどのように米政策と結びつければよいのか．

後に述べるように，米は日本の社会に深く埋め込まれて

いるため，独自の政策が必要となる．他の先進諸国の農

業・農村政策を単純にまねることができない．同時に強

調したいのは，米政策を農村社会に適合させるという視

点だけでは農村社会の状況が与件として固定されてしま

い，農村の変化も視野に入れた米政策を構想できない．

また，新しい社会的紐帯の構想を盛り込むこともできな

い．単に米政策が農村社会においてソフトランディング

するにはどうすればよいかという目標を超えて，農村の

新しい社会的紐帯をどのように創造していくのかという

農村社会政策にかかわる将来ビジョンが伴われてこそ，

米政策と農村社会との接点を考察することができる．逆

に，農村社会の将来にとって米政策が 1つの大きな鍵を

握っていることも確かである．

　社会学は政策と相性が悪い分野である．社会の規範や

秩序のあり様を分析し，解釈することはできる．その変

容を明らかにすることもできる．しかし，それらの分析

とあるべき将来像を指し示すこととの間には断絶がある．

政策的に将来の方向性を示すには，何らかの明確な価値

観が必要となる．M.ヴェーバーが「価値自由」を唱え

た昔から，社会学は「こうあるべし」という研究志向を

極力避けてきた．そこで，農村社会政策とつなげるため

に社会学にくわえて倫理的な要素の導入をおこないたい．

「べし」を検討することが倫理の中核だからである．社

会学者にとっては「命がけの跳躍」となるが，農村社会

政策の創造にむけてあえて挑戦したい．

2. 農村社会政策の根拠と独自性

1）農村社会存続の根拠
　農村社会政策を構想する前提として，なぜ農村社会が

存続すべきかという疑問に答えておかねばならない．こ

れは「農村社会は存続すべきである」という政策目標と

いってもよい．この前提は，過疎地集落における「撤退

の農村計画」〔26〕などの主張から部分的に再検討が迫

られている．しかし，ここでは『過疎集落研究会報告

書』（国土交通省国土計画局，2009 年 4 月）を参照しつ

つ，以下の根拠から農村社会の存続を前提にする．

　┪報告書』による根拠は次の 3点にまとめられる（『同



報告書』33～34，秋津〔2：207～209〕）．

①過疎集落は自然利用の知恵をはじめとする伝統文化

の宝庫である．

②山村集落や島嶼集落には国土環境管理や国境管理の

役割がある．

③国は国民に対して多様なライフスタイルの選択を保

証する義務がある．

　これらは過疎地域を想定した存続根拠であるが，若干

の読み替えを施せば，農村社会全般に拡張することがで

きる．

　①は「文化的多様性の保全」である．過疎集落に限ら

ず，農村社会には長い歴史の中で培われてきた文化が存

在する．伝統芸能や伝統技術，世界的に local knowl-

edge と呼ばれる局地的知識・知恵，それが再評価され

利用されて retro-innovation（Stuiver〔22〕）と呼ばれ

ることもある．それらの多くは多数が稲作に従事する社

会の中で培われ，農村文化のうち稲作に関連した部分は

絶大である．農村社会が衰退すればそうした文化が失わ

れることはもちろんだが，たとえ社会は存続しても稲作

に従事する者が少数派となれば，それに基づく文化は形

骸化する．多数が稲作と関わりをもつことが農村文化の

保全につながる．

　②は「国土保全・資源維持」である．過疎地域であれ
ば，水源地域の環境保全や国境管理ということになるが，
一般的には農地や水という農業用の自然資源を維持管理
する主体としての農村社会あるいは集落社会が焦点とな
る．川本彰はかつて，「ムラ運営は人間保全，領土保全，
作物保全，こういう三つの保全機能が満足されて成立し
ている」（川本〔9：144〕）とした．このうち領土保全機
能が地域資源の維持管理につながる．農村社会の存続が
難しくなれば，地域資源管理も危うくなる．これは正し
い．しかし，農村社会が存続していても，稲作に従事す
る者が減少すると，とりわけ農業水利の維持管理に関し
て問題が起きる．この点については後述する．
　③は国民がもつ生活権からの発想であり，どのような

生活形態をとっても基本的な生活便益を保証するという

意味で，格差問題とも関心を共有している．さらに言い

換えると，この発想は人の暮らしを支える地域の潜在能

力を維持・確保するとも解釈でき，A.センのいう「潜

在能力 capability」概念につながると思われる．センは，

さまざまに能力と嗜好性の異なる人々に対してどのよう

に平等を確保するかという問いに答えるために，「潜在

能力」概念を用いた（川本〔10：87～90〕，セン〔18：

251～256〕）．ここでいわれているのは，その地域版であ

り，さまざまに個性をもつ地域がその潜在能力を発揮で

きるための基本条件として，農村社会の存続が主張され

ている．

2）農村社会政策の独自性
　これらの根拠をもとに，まずは農村社会の存続が目標

とされるが，農業政策が成功すれば自動的に農村社会も

存続するわけではない．農村社会の課題に対処するには

独自の政策が必要となる．

　その理由の第 1は，農村がすでに「住民の多くが農業

を生業としている村落」（『広辞苑』第五・六版）ではな

くなったことである．景観的にも生活スタイルとしても

「農村」と考えられる地域に生活する住民のなかで，農

業を生業とする人や世帯は思いのほか少ない．実際には

近くの街に通勤していたり，農産加工やツーリズム関係

の仕事に従事していたりする．その理由は，農業生産の

みで生計が成り立たなくなったことにあるが，ともかく

も農業とは一定程度切り離された状態にある「農村」が

1980 年代後半から出現し始めた（秋津〔3：109〕）．

　第 2の理由は，農村社会の論理と農業経営の論理は根

本的に異なることである．両者の距離が近いと予想され

る集落営農の場合において，経営としての集落営農はし

だいに集落社会そのものから離脱し，ビジネス感覚や経

営的リーダーシップによって運営される傾向にあるとい

う（梅本〔23：S 71〕）．所有と経営を分離した「二階建

方式」が提唱されるのも（楠本〔11〕），農村社会の論理

と直結する所有の論理と経営の論理とが別物であること

の証左である．しかし，農村社会の論理が独自性を高め

ているものの，米政策との接点がなくなったわけではな

い．その状況の中で接点に注目し，生かしていくのが本

論の役目である．

　1961 年の「農業基本法」では，農業政策が成功すれ

ば農村社会も予定調和的に進歩するという発想であった．

しかし，「食料・農業・農村基本法」の時代には，その

名称に恥じない独自の農村社会政策が農業政策とは別に

要請されている．

3）住むことへの希望を与える政策
　農村社会の存続という目標を住民レベルにおろして考

えると，住み続けたい地域社会を創るという目標となる．

住み続けられるという目標を設定すると生活条件整備と

なり，従来の農村政策の域を出ない．「住み続けたい」

という目標を，ここでは「新しい社会的紐帯の創造」と

いう目標に置き換えて考察しようということである．

「新しい社会的紐帯の創造」は「住み続けたい」ことの

十分条件ではないが，農村社会政策という枠組みで考え

るときの設定可能な目標であろう．そうすると，米政策

はたんに生活の糧を確保するという目的に留まらずに，

人々の新しいつながりを生む手段にもならなければなら

なくなる．日本における稲作の重要性を考えるとき，米

（水田）政策を手段として農村社会政策を施行すること

の意義は大きい．

3. 対立する論点

　ここで本シンポジウムの討論者である，村田武氏と大

泉一貫氏の論点を私なりの視点，つまり米政策を通じた
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農村社会への働きかけという視点から比較してみる．本

論との接点の有無を確定しておきたいからである．シン

ポジウムの準備研究会で，両者の見解は「行きつくゴー

ルについては同じだが手法が異なる」という評価であっ

た．その共通のゴールとは，意欲的な農家（あるいは経

営体）によって，米に囚われることなく需要に見合った

多様な穀類・豆類生産がおこなわれ，結果として食料自

給率あるいは食料自給力が向上することである．ここで

は事前の研究会の過程から私が受けたイメージにそって

両者の違いを対比したい．

1）村田氏の処方
　現在の米問題を構造論的に捉える．農業者（水田農

家）は 1つの社会階層であり，国家政策によって経済活

動を条件付けられるものとして，一括りに政策対象化さ

れる．国家政策としての農業政策は他の分野の国家政策

との関連の中で決定される．したがって，農工間の不柊

等発展や，その結果としての農産物価格の相対的低迷は，

国家の農業政策の失敗であり，その改善によって農業問

題が解決される．

　農村社会への影響について明示的ではないが，農業生

産を担う農家については，農業従事条件全体を底上げす

ることによって，意欲のある農家の出現を待つという立

場をとる．そのプロセスはブラックボックスとなってい

る．水田農家を社会階層として捉え，それを農法的な視

点も含めて経済政策的に改善することが，結果的に農村

社会の存続につながるという議論となる．

2）大泉氏の処方
　対する大泉氏は米問題を経営主体論的に捉える．水田

農業は経営マインドをもった農業者がおこなうべきであ

るとし，そうした経営者たちの創造性と自己調整機能に

期待することによって，マクロな生産調整問題も解決で

きるとする．その意味では，農業者を社会階層としてで

はなく個別の経営者単位で捉える．個別の経営者の自主

性と，その結果としての効率性を信頼する社会認識なの

で，国家が積極的に農業政策に介入するのではなく，む

しろ国家が農業政策から撤退し，規制をなくすことが農

業政策となる．

　マクロな農業構造とのつながりも経営者まかせだが，

農村社会とのつながりも，氏が「機関車農家」と呼ぶ先

駆的な経営者まかせである（大泉〔15〕）．意欲のある農

業者＝経営者に活躍の場を与えることによって，農業・

農村社会を牽引させるという発想である．「機関車農家」

が農村社会を牽引する仕組みについては，ブラックボッ

クスではなく説明がある．これについては次節でふれる．

4. 農村社会関係の変貌と持続

　農村社会関係の変貌と持続について，水田農業にかか

わる範囲で述べる．これは，ブラックボックス化されが

ちな水田農業政策と農村社会との関連について考えるこ

とである．

1）変貌局面
　第 1は農村人口の減少と高齢化である．とくに中山間

地域では，この変化によって水田農業をおこなう労働力

が弱体化しつつある．農村の持続性にかかわる大問題で

はあるが，より水田農業に関連する第 2の変貌局面とも

連動するため，ここでは詳述しない．

　第 2は農業者（農家）の減少である．これは中山間地

域に限らない．どのような地帯の農村であっても概ね農

業者は減少している．農業者が減少して一経営体あたり

の経営規模が拡大すれば規模の経済性が発揮できてよさ

そうなものだが，水田農業の場合はとくに農業水利の維

持管理をめぐる問題が発生してくる．先に述べたように，

集落には「領土保全機能」があり，水田と分かちがたく

結びついた農業水利施設もその保全の重要な対象であっ

た．集落成員と水田農業者の範囲に大きなズレのないと

きは，集落の「領土保全」の一環として住民賦役として

の共同作業が問題なく実施される．多少の非農家も集落

生活において，おもに農業用である水を利用するからで

ある．しかし，実耕作する者の数が減少すると，それま

でのように集落成員全体の賦役として維持作業をおこな

うことが難しくなる．

　農業水利の維持作業と集落社会との関係は，集落内の

非農家比率が高まると関連が弱まるというような単純な

ものではない．たとえば，非農家といっても農地持ちの

非農家と，もともと農地を持たない集落既住民，宅地開

発などで集落域に居住するようになった新住民とでは，

農業水利に関する社会的距離が異なる．宅地開発による

新住民が増えると，農業水利に直接関係する共同作業は

従来からの集落住民のみが担当する場合も出てくる（註

1）．

　しかし，今般の米政策に引きつけて考えると，農地持

ち非農家が増加して実耕作者が少数になる場合がとくに

問題となる．そのとき，非農家は農業水利作業から単純

に手を引くわけではない．水利施設は水田に付随した財

産の一部なので，非農家であっても家産維持という動機

が働くからである（秋津〔1：79～112〕）．水田について

は所有の論理と利用の論理があり，その 2つの論理のう

ちどちらが優勢であるかが非農家参加の決め手となるよ

うに思う．所有の論理が強ければ，水田所有者，すなわ

ち集落の共同によって水利の維持管理が実施される．し

かし，利用の論理が優勢だと耕作者負担となり，実耕作

者の減少によって地域資源の維持問題が発生する．試論

的ではあるが，働く論理が所有なのか利用なのかは，水

田農業の生業上の重要度，すなわち家産維持的なのか所

得機会的なのかに関係するのではないか．これについて

は次節でさらに展開する．

　第 3の変化として，農村への新規移住者の増加が考え

られる．それらの人々は稲作で本格的に生計を立てたい
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と希望しなくても，多少なりとも米作りをおこないたい

と考えている．従来の農家と志向性が多少異なっている

が，そうした農家も「小規模農家」として政策の対象に

なってくる．

　第 4は農村の脱「壮年男性」化である．生産調整の継

続と比率の拡大によって，米作りの経済的地位は相対的

に低下してきた．他方，地産地消志向や農村ツーリズム

への関心の高まりなどによって，女性や高齢者が野菜や

果物，花などを栽培し，直売所で販売したり，レストラ

ンで提供したりするようになった．その結果，部分的で

はあるが，（壮年）男性を中心とする稲作中心社会が変

化しつつある（柏尾〔7〕）．この変化はジェンダーの視

点からすると素直に評価すべきである（註 2）．米作り

が男の世界であると考えられていることは，庄内地方で

の聞き取りからも印象づけられた（註 3）．農村におけ

るジェンダー関係をよりバランスのとれた関係へと導く

には，米作りをことさらに特別視しない姿勢も必要とな

る．

2）持続局面
　社会は常に変動しているので，農村の変化も多様であ

る．逆にいえば，多様な変化のうち何を変化として語っ

ても外れることは少ない．それに対して，持続面はそれ

を主張することによって変化をイデオロギー的に固定し

てしまうというリスクを伴う．それを覚悟で述べたい．

　第 1は集落社会という準拠集団の存在力がいまだ衰え

ていないことである．農村の暮らしは集落内で閉じてい

るわけではない．農村に住んでいても，頻繁に都会に出

かけるし，海外旅行だってする．テレビやパソコンで情

報も不自由なく入手できる．しかし，そうした経験や情

報が日常生活に反映するかというと意外とそうではない．

多くの人は，ごく近しい人々を社会的な鏡としながら生

きているのではないか．農業者にとって職場でもある集

落社会では，機会の平等はもちろんのことだが，結果の

平等も要求される．機会の平等の上に才覚で突出した経

営を創り出した農家があると，他の農家は何だかおもし

ろくない．ある程度の生計の期待を農業にかけていると，

狭い準拠範囲で他人の営農状況を評価し，自分と比較し

てしまう．これはたとえば私たちが職場で抱く感情とも

共通しており，普遍的現象だろう．集落の相互規制力は

良くも悪くも存続すると考えておいた方がよい．

　さらに，家族内と比較してそれを超えた集落や地域社

会などの規範は変化しにくい．たとえば，ジェンダー規

範でそのような現象が報告されている（澁谷〔19〕）．家

族内で革新的な経営マインドが確立されたとしても，対

外的には従来の規範を考慮しながら，たとえば農地の貸

借を進めなければならない．定住型社会の宿命ともいえ

るだろう．

　第 2の持続局面は「お互いさま」の倫理である．これ

は第 1の持続局面ともつながっており，ある程度まで生

活基盤を共有しながら過去から現在，未来にわたって住

み続けていくための知恵である．人類学的に互酬的関係

といいかえてもよい．

　この「お互いさま」の倫理を考えるにあたって，大泉

〔15〕を参考にしたい．そこではまず，「不利益平等の原

理」（p.149）の存在が指摘され，ネガティブに評価さ

れる．この原理は，「前向きでポジティブなときよりも，

どちらかといえば，何か被害を被ったり，これを放置す

れば会社や集落みんなに不幸が及ぶといった共通認識が

もたれたときに強力に発揮される」もので，「後ろ向き

のロジック」だという．この原理が強制感を伴っている

こともネガティブ評価の対象である．たとえば，生産調

整割当が柊等配分されるのもこの原理に基づく．

　しかし他方，成長する農業経営が出現すると，「お互

いさま」という「力のある者や余裕のある者がそうでな

い者の面倒をみるという…（中略）…昔からむらにあっ

た考え方」に基づいて，「農家が農家を育てる」ことに

なり，地域農業が発展するという（p.159）．「お互いさ

ま」のポジティブな評価である．

　そうは書かれていないが，「不利益平等の原理」も被

害を分配するのであるから，「お互いさま」と呼んでよ

い．すると，この生活保障倫理としての「お互いさま」

は両義的に作用することになる．強制感を伴いながら，

不利益の平等を分配する原理として働く一方で，自分だ

けが突出することに違和感をもって利益を平等に分配す

る倫理にもなる．この「お互いさま」の倫理が働く範囲

は先の準拠集団の範囲と重なることになり，これらを

セットにして，定住型社会としてのこの国の農村社会に

みられる持続局面での特徴と考えたい（註 4）．この社

会的与件を設定したとき，米政策との関係はどのように

考えればよいのか．その延長としてのあるべき農村社会

像はどのように描かれるのか．しかしそれに移る前に，

当初の要請に応えておこう．

5. 農村社会の対応予想：
┣与件─ としての農村社会

　当初，企画側から与えられた課題は，「米政策と農村

社会の共生：制度定着の社会的条件」であった．しかし，

このテーマでは農村社会を単なる与件と考えることにな

る．あるべき農村社会を考えることを基礎として米政策

を検討しようとする本論にとって，それではあまりに従

来の経済政策的アプローチに対して従属的である．そこ

で表題を米政策と農村社会政策の接点とし，両者を対等

に扱うように修正したが，ここではその当初の要請に応

じてどこまで回答できるかを考えてみる．

1）農業政策と社会システム
　シンポジウム提案者は，担い手選別的な自民党農政が

しだいに骨抜きとなり，最終的に民主党による戸別所得

補償制度が歓迎されることになった要因として，「選別
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政策的な担い手対策を農村社会が受け入れなかった」

（石田・伊藤〔6：S 2〕）からだと説明する．受け入れな

かった理由はすでに述べた「お互いさま」の倫理によっ

て説明できる．定住を前提にした長期的な互酬関係に

あっては，極端な突出や脱落は避けられるべきであり，

選別は嫌われることになるからである．選挙という政治

システムによって，その意向がタイミングよくすくわれ

た形となった．

　しかし，農村社会の側も持続局面を頑強に守ることに

絶対の自信があるわけではない．先のように農村社会は，

外的内的な社会状況によって常に変貌を迫られている．

通常は，少々意向に沿わない政策であっても，それが荒

唐無稽でないかぎり農村社会は時々の農業政策を自分た

ちなりにアレンジしながら受け入れてきたといえる．二

大政党の対決という政治状況と総選挙という機会によっ

て，今回は例外的に政策内容に関する忌避感を表明する

ことができたと考えた方がよい．

　従来はむしろ，農村社会と政策の関係にとって農業政

策の内容よりも実施過程のほうが重要であった．転作

（生産調整）を例にすると，転作という政策内容自体に

農村社会が影響を与えるのではなく，その実施過程にお

いて集落合意が期待され，同時に合意形成機能が強化さ

れる点が指摘されてきた．その合意が「お互いさま」の

倫理によって，半ば強制に近いかたちにもなることは，

先の大泉の指摘のとおりである．

　したがって，立てられるべき問題は，農業政策の直接

的諾否ではなく，農業政策がその実施過程において及ぼ

す農村社会への影響と反応を予想すること，つまり農村

社会の論理と照らし合わせてそれが当初の目的を達成で

きるか，予期せぬ結果を生み出すことはないかを考察す

ることにある．そこで，次にもう一歩踏み込んで農村社

会の米政策への対応予測をおこないたい．

2）政策選択と地域資源の維持管理
　ここでは米政策にかかわる農村社会の機能の 1つとし

て，集落による地域資源の維持管理を取り上げる．農業

用排水路や農道などの地域資源について，従来は集落が

集団として維持管理を担ってきたが，農家＝実耕作者の

減少という傾向のなかで，その機能が果たせない集落が

増加している．その対応政策として「農地・水・環境保

全向上対策」があることは周知のとおりである．この面

において，米政策の違いによって集落の対応はどのよう

に異なってくると予想されるのか．

　まず，集落における米作の状況と集落住民の資源維持

への姿勢について予備的に考察しておく必要がある．水

田の所有と利用に関する姿勢として，前節において所得

機会的姿勢と家産維持的姿勢があることを述べた．それ

に財産保持的という姿勢を付け加えて考察の補助線とす

る．第 1図は，農道・水路・ため池管理の話し合いに土

地持ち非農家が参加する集落の割合（2005 年農林業セ

ンサス「農村集落調査」）と集落あたり平柊農家率

（2000 年農林業センサス「農業集落調査」）を，道府県

ごとにまとめて散布図にしたものである．この図を使っ

て農地に対する 3つの姿勢を考えよう．

　図では便宜的に 4つの地区に焦点をあてている．集落

農家率が高く土地持ち非農家の参加も高い「東山・北陸

地区」は，従来型の地域資源管理が継続しているといえ

る．「東海・近畿地区」は集落農家率にばらつきがある

が，土地持ち非農家参加率は比較的高い水準を維持して

いる．この地区では地域資源管理は所有者の問題である

という意識，すなわち農地に対する家産維持的な姿勢が

強いと考えられる．それに対して関東地区は，集落農家

率では「東海・近畿地区」と大きな違いはないが，土地

持ち非農家参加率が大きく下回っている．この地区は都

市化の程度がさらに高く，低成長の今も財産としての農

地の意味が大きいと考えられる．土地持ち非農家の農地

に対する姿勢は財産保持的であり，農地として維持され

ることの意義が低下している．「東北地区」は集落農家

率は高いが土地持ち非農家参加率は低いグループである．

第 1図　集落における非農家の存在と土地持ち非農家

の地域資源管理への参加

註：├土地持ち非農家参加率」は，農道・水路・ため池管
理について非農家も参加して話し合いをおこなった
集落の全集落に対する比率を表す．「平柊集落農家
率」は農家率別農業集落数から道府県全体の集落あ
たり平柊農家率を概算したものである．図において，
各印は道府県を表す．曲線で囲んだ枠外の当該地区
府県については，特異点として名前を記した．

資料：├土地持ち非農家参加率」は 2005 年農林業センサス，
「平柊集落農家率」は 2000 年農業センサスによる．
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第 1表　2つの政策パターンによる地域資源管理への影響予想

専業的平場地域 安定兼業型地域 中山間地域

所

得

機

会

的

政

策

Ａ

小規模農家の生産意欲が高まり，専
業的農家の経営条件は伸び悩む．耕
作者の維持あるいは増加によって，
所得機会的姿勢に基づく農地維持体
制は概ね維持される．

政

策

Ｂ

専業的農家と飯米農家に分化すると
き，水田に対する所得機会的姿勢が
継続すれば，農地維持について土地
持ち非農家の協力が得られず，維持
管理システムに支障が生じる．

家

産

維

持

的

政

策

Ａ

小規模農家の生産意欲が高まり，専
業的農家の存立自体が危うくなる．
集落を単位とする農地維持体制が強
化される．

定年後の農業回帰が高まる．集落営
農の多少の組み替えが起こり，場合
によっては集落営農オペレーター農
家に影響が出る．農地維持体制は変
化なし．

「そこに住むこと」への希望が高ま
る．それは高齢者農家にとっても，
U・I ターン者にとってもあてはま
る．農地維持を続ける体制が多少延
命される．しかし，米作りだけで生
計は成り立たないので，いずれにせ
よ経済活動の多角化が必要である．

政

策

Ｂ

水田の所有と耕作の分離が拡大する
ので，とくに次世代における家産維
持意識の継続が焦点となり，財産保
持的となれば資源管理システム上の
問題が発生する．

集落営農の経営方針が影響を受ける．
水田の所有と経営がますます分離し，
集落営農の経営マインドは高まるが，
リスクも大きくなる．その分離に
よって，家産維持的姿勢が財産保持
的姿勢へと転換してくると農地維持
体制に問題が出てくる．

特別な措置がなければ，多くの農家
は淘汰される．ただし，米の食味や
環境・景観保全への取り組みなどの
要素を附加することにより，独自の
ビジネスを展開することも不可能で
はない．その意味で，危機をバネに
考えるチャンスが生まれる．資源管
理システムも更新される必要が出て
くる．

財

産

保

持

的

政

策

Ａ

そもそも財産保持的であるから，小
規模農家の生産意欲はそれほど高ま
らない．資源管理上の問題は解決し
ない．

定年後の農業回帰などによって家産
的な意識が復活する可能性もある．
そうなると，資源管理への土地持ち
非農家の参加が期待できる．

政
策
Ｂ

資源管理上の問題がさらに増大する．
集落とは異なる管理システムの構築
が模索される．

左に同じ．

この地区は農地が財産というより所得を生み出す資源と

見なされているので，農地の管理はそこから所得を得る

耕作者がおこなうべきという発想になる．農地に対する

所得機会的な姿勢といえよう．

　地域的特徴に注目したのは農地観の 3分類を抽出する

ためであって，農地へのこれらの姿勢自体はどの地域に

も存在（あるいは潜在）するものと考えられる．他方，

それと部分的に重なりながら，米作の経済・経営的意義

からの分類も可能である．新農政を前に生源寺眞一は水

田作農家を次の 3つに分類して考えるべきとする．専

業・準専業・集落営農オペレーター，平場の兼業農家，

中山間地の高齢者農家である（生源寺〔20：18〕）．これ

を参考に，専業的平場地域，安定兼業型地域，中山間地

域，の 3類型を設定すると 3×3のマトリクスとなるが，

現実性のない組み合わせも出るので，実質は 6つのコラ

ムとなる．なお，想定する 2つの米政策オプションは，

生産調整堅持┡小規模農家激励政策（政策A），自主的

生産調整┡プロ農家集中政策（政策B），である．この 2

つはそれぞれ村田氏，大泉氏の政策提案を念頭において

いる．

　それらをまとめたのが第 1表である．地域資源管理に

対象を限定して考えても，条件によって対応はさまざま

である．農村社会のもつ多様な個性を前提とするとき，

まずは二者択一的な政策では間に合わないことを確認し

たい．その上で政策を比較すると，政策Aは小農保護

的であるから，それを前提にして維持されてきた従来の

資源管理システムが政策Aの場合に維持されるのは当

然となる．「お互いさま」の倫理についても，総じて政

策Aにおいて強化される．これも，農業従事条件の底

上げをめざす政策Aの方が選挙において表明された農

村社会の選好を反映していることを考えれば当然であろ

う．

　しかし，ここで維持されるのは従来の農村社会の秩序

である．たしかに地域資源管理にしぼれば政策Aの方

が問題は少ないが，それは従来の秩序の温存でもある．

農村社会は米政策とは関係なく変化する．さらに，社会
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における農業の意味も変化する．それらを考慮するとき，

たんに維持的であるというだけで評価するわけにはいか

ない．新しい社会的紐帯を構想することが農村社会政策

の課題である．そこで倫理の導入となる．

6. 社会的企業としての農業：
社会・倫理学からの挑戦

　農村政策は農業政策から独立したものとして設定しう

るが，ここではその関連を問題にしているので，農業活

動を接点として両者をつないでみる．

1）「裸の営利主義」と社会的企業
　かつて日本の農民は「単なる業主」と呼ばれ，慣習的

世界の中で反復的に農業をおこなう存在と考えられた．

戦後の農業経営研究はそうした「単なる業主」を脱して

「経営者」になることをめざしてきたといえる．経営の

基本は資本の回転と労働の投入である．経営に正しい経

済計算が必要であることはいうまでもない．しかし，そ

れを重視するあまり，「裸の営利主義」とでもいえるよ

うな発想が滑り込む隙はなかったか．戦後における人Ё

農業Ё自然の関係の不柊衡は「裸の営利主義」への駆り

立てが原因であったように思えてならない．

　アダム・スミスは『諸国民の富』のなかで，農業につ

いて「美術や自由職業とよばれるものに次いで，この職

業ほど種々さまざまな知識と経験を必要とするものは，

おそらくないだろう」と手放しで礼賛している（スミス

〔21：211〕）．しかし，近代化の過程において，農業は誰

でもができる職業として貶められてきた．農業が人々の

生命を培う食料を生産する職業であることを考えるとき，

職業としての農業の復権と，それにふさわしい使命＝倫

理が求められる．農業は倫理性を伴う社会的企業 social

enterprise であるべきだと宣言したい．

　この倫理意識を，農村社会の与件として設定した「お

互いさま」とつないでみる．この国の特徴とつなぐこと

によってのみ，模倣ではない独自の政策設計の可能性が

生まれるからである．まずは，人間相互の「お互いさ

ま」を考える．ここまで論じた「お互いさま」は日常的

な農村生活のなかでの倫理である．これはソーシャル・

キャピタル論でいう bonding 型の結束と関連した倫理

である．それは農村社会に網の目状に張り巡らされてい

る．他方，農村社会の外部と「お互いさま」関係を結ぶ

ことも可能である．たとえば，消費者との関係のなかに

生まれる倫理であり，これは bridging 型のつながりを

生み出し，星型のネットワーク関係となる．日常的にし

て絶対的な神のないこの国にあっては，「お互いさま」

という二者関係的規範が倫理の根本になるのではないか．

　さらに，この「お互いさま」二者関係倫理は自然＝環

境を対象にして成立するだけの広がりもある．この国に

おいては人間と他の生命との間の垣根が低く，同じ「い

のち」という言葉で共感が可能である（動物については，

佐藤〔17〕）．「お互いさま」は農業者がもつべき環境倫

理との媒介にもなる．

　├お互いさま」が組み込まれた倫理的主体として農業

者の生成と，その上での人々の新しいつながりの創造が

課題となる．

2）米と社会的紐帯：農業体験と縁故米
　米を通じた人々のつながりのうち，生産面はなじみ深

い．かつては稲作作業において人々の間に多くのつなが

りがあった．田植えや稲刈り時の「結い」による互酬的

共同作業を想像すれば十分である．しかしそれらは機械

化の進展によってほとんど消滅した．現在，米の生産面

における家族を超えたつながりといえば，農業体験が代

表的だろう．農業体験では農家と学校，子供たち，都市

住民の間に新しい人々のつながりが生まれている．これ

らは教育やレクリエーション，地域づくりなどの脈絡で

語られており，米政策とはいわばデカップリングされて

いる．それらを通じた米生産が少ないというのがおそら

くその理由である．将来的にはこれらも 1つの米生産の

手段として，生産政策のなかで考慮されるべきだとは思

うが，現段階では米政策との直接的な関連は弱い．

　他方，流通面において米政策を考えるとき，縁故米の

存在が 1つの焦点となる．縁故米は本来，家族・親族的

関係の上に成り立つ無償の米分配システムであるが，

「お互いさま」という視点から，それを支える関係を拡

張することができる．

　この国における米は市場経済システムだけでは制御で

きないところに特徴がある．主食として汎用性をもち，

保存性も高い．かつては税（年貢）として貨幣に代替す

る役割も担った．そうした市場経済システムからの逸脱

の象徴として縁故米がある．この存在は周知であるが，

これまでの米政策の中で積極的に光があてられたことは

ない．むしろノイズとして厄介者扱いされてきた（註

5）．

　K.ポランニーになぞらえれば，家族・親族的関係の

上に成り立つ縁故米は，互酬経済あるいは家政システム

に属する（ポランニー〔16〕，とくに第 4章）．かつて国

家管理されていた時代には，米は再分配経済システムに

属していたといえる．再分配システムにおいて，米は国

家がそれによって農民をコントロールし，消費生活をコ

ントロールする「政治作物」であった．しかし国家統制

がなくなり，不完全ながらも市場による交換経済システ

ムに移行した現在，米は人々の生活を支えるとともに，

人々をつなぐ「生活作物」になるべきである．

3）縁故型流通と倫理
　農水省の推計によると，農家からの「無償譲渡」によ

る米は 2005 年時点で全生産量の約 7％となっている

（註 6）．農水省の推計では，それまでの 20 年間に「無

償譲渡」の割合は 5～9％の間で推移しており，近年に

とりわけ増加しているわけでない．しかし，その間の農
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家数の減少を考えると，農家一戸あたりの「無償譲渡」

米は増加傾向という評価もある（松本・盛田〔12：42～

43〕）．

　ここでは，こうした統計で示される「無償譲渡」米の

ような狭義の縁故米だけでなく，持続的な米の直販関係

も加えた広義の縁故型米流通を考察対象とする．産消間

で持続的に取引される直販米は互酬経済システムと交換

経済システムの中間にあり，信頼経済システムと呼んで

いいかもしれない．そこには個人（生産側）対個人（消

費側），組織対個人，個人対組織，組織対組織という多

様なパターンが含まれる．有機農産物流通に典型的な産

消提携方式である必要はない．最近の米価低迷という状

況のなかで，専業的な稲作農家は消費者直結による販売

を強めている．そこには流通の中間マージンを節減する

とともに，個人単位にブランド化し有利な価格で販売す

るという経済的動機がある．しかし，経営を安定させよ

うとすると消費者との安定的な取引が不可欠となり，最

初は経済的な動機であっても，結果的に互いに認知し合

うような持続的な関係が生まれてくる．

　こうして「顔が見える」関係になると，「お互いさま」

の倫理の働く余地が出てくる．有機農業の分野ではすで

に「縁故米」という言葉を使用して，生産者と消費者の

新しい関係を築こうとする動きもある（星・山下・槌田

〔5〕）．生産者と消費者との「お互いさま」の倫理とは，

食べ物を通じて相互の暮らしを配慮することであり，生

産と消費の倫理を支えるものでもある．形態としては，

日本で生まれた産消提携や米国で広がるCSA（Com-

munity Supported Agriculture）に似る可能性もあるが，

その基礎に，従来からの農村社会に存在した「お互いさ

ま」の倫理が働いていることを見逃すと，形態だけの模

倣で満足することになりかねない．

　さらに，現在の米消費は約 50％が外食・中食での消

費なので，消費者への直販だけでは流通上の限界がある．

しかし外食・中食であっても「顔が見える」関係は結べ

る．それが経営にとってメリットになると判断されれば，

そのような志向をもつ業者も増加する．「生活作物」と

しての米は家庭外にも膨張可能なのである．

7. 農村社会政策につなげる

1）「育てる」プログラム
　まずは，「お互いさま」の倫理を農業者の倫理として

発揮するような人材を育てることが課題になる．

　都市と農村が交流して農村に魅せられた都市民が移住

し，新しい人材として農村の地域振興の刺激となる．あ

るいは，都市に住みながら農村の振興に協力する．そう

いうシナリオもいいだろうが，この国の農村政策は移住

者への期待も含めて，すでに存在する資源や人材を利用

するという発想に支えられており，そこには「育てる」

という姿勢が薄い．潜在的な部分も含めれば，農山漁村

に有能な人材はたくさんいる．だが，その多くが農村の

良さを活かす暮らし方に意識に向け，住み続けることに

希望を抱いている，というわけではない．産業構造や生

活スタイルが都市化する方向に理想を見出す人々も多い

（秋津〔3：111〕）．

　社会起業家としての農業者は，農村において農村の良

さを活かす暮らし方をする人でもある．そのような農業

者あるいは農村生活者を「育てる」ことが必要である．

「教える」というような上下関係のある政策ではない．

農業者・農村生活者の自立性を強く意識し，前提とする

政策でなければならない（山下〔25〕）．「半農半行政」

のような職種を創設して，自主的な農村振興活動を支援

するのも一案である．

2）縁故型米流通拡大への対応
　├お互いさま」の倫理が有効に作用して縁故型米流通

が広がると，結果的に自主的な生産調整や市場による価

格調整が困難になり，国家的な米需給の調整が難しくな

るという事態が生まれる．この解決のためには，縁故型

と市場出荷型の併存を前提とした需給調整を，どのよう

な手法と過程でおこなうかという問題に答えなければな

らない．

　この問いに対する流通システム面の解答を農村社会政

策の立場からおこなうのは不可能である．ここでいえる

ことは，米の需給調整を農業者の行動統制を通して達成

するという発想ではなく，農業者の道徳性を高めること

によって実現できないかという可能性である．あるいは，

米政策を生産政策だけでなく流通政策も一体にして考え

なければならないという提案である．おそらく，政策

A（村田案）とも政策B（大泉案）とも異なる米政策の

道を考えなければならないことになるだろう．社会学者

は農業経済学者，農政学者の仕事を奪ったりしない．私

のメッセージに共感していただき，この発想を種にして

大きく研究を広げてくれる果敢な経済政策研究者を待つ

のみである．

8. お　わ　り　に

　本論は以上だが，農村社会政策に関連して覚書的に 3

点ほど付記しておきたい．

　まず，集落のエートスについてである．これについて

は秋津〔2〕において，『ムラは亡ぶ』（村田〔14〕）での

議論を引き合いに出しながら，〈争〉の原理から〈楽〉

の原理への転換を構想した．もともとの村田のエートス

論は〈争〉/〈和〉の対であった．これと本報告の内容を

考慮すると，めざすべきエートスは〈責〉/〈楽〉の対と

いえる．〈楽〉とは人生に関する深みのある「楽しさ」

をさすけれども，それと倫理的な動機に基づく「責任」

が組み合わされてこそ，目標とするべきエートスとなる

ように思う．

　第 2に，農業の継続やそこに住み続けることの動機は，
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現世に生きる者どうしの関係によってのみではなく，

「先祖から受け継いできたもの」という現世代を超えた

関係によって支えられることも多い．これは「お互いさ

ま」というよりも，一方的な責務感であり倫理感である．

この倫理感は宗教的観念と結びつくため，社会の政策目

標にすることは難しい．しかしこの倫理感は，実際には

強く働いて，米作りや水田利用に大きな影響を与えてい

るのは確かである．あの世までの幸せを研究対象とした

柳田民俗学への接触が必要となろう．

　最後に，農村暮らしに特化したQOL（生活の質）指

標の作成が望まれる．「農村暮らし生きがい指標」のよ

うなもののなかで，暮らしの延長としておこなう米作り

をどのように組み込むのか．米作りによって成立してい

た多くの農村の社会秩序は，現在揺らいでいるし，ジェ

ンダー的観点からも変化すべきである．次代の農村社会

を支える秩序を求めた指標づくりが必要とされている．

(註 1) 混住化の多様な形態と地域資源管理への対応関係につ
いては，たとえば本田〔4〕を参照．
(註 2) もちろん稲作経営において女性が中心的采配を振るえ
ないという点においては，農村のジェンダー関係はそれほど
変化していないともいえる．農村女性への注目の背後にある
ジェンダー関係の再生産については，渡辺〔24〕も参照．
(註 3) 50 歳代半ばの男性農業者の話によると，学卒後の就農
間もない頃，試みに野菜づくりを始めると周囲の農家から
「男は米を作るものだ」と揶揄されたという．2009 年山形県
庄内地方での聞き取りから．
(註 4) かつて川口〔8〕は農民的論理を次の 3点として整理し
ており，ここでいう「お互いさま」の倫理のより詳細な説明
となっている．「（1）農民は現在のむら社会の状況を，栄枯盛
衰のたえず繰り返されている超現在的な時間の流れのなかの
一つの断面としてとらえていること．（2）その前提としてむ
らの人たちお互いがそれぞれに，そのような栄枯盛衰の反復
の流れのなかに，これまでも代々暮らし合ってきたし，これ
からさきも代々暮らし合っていく仲間だと期待し合っている
こと．（3）したがって自分自身を含めてむらの人たちお互い
は，将来栄えるかもしれないし，あるいは没落するかもしれ
ない，そういうお互いとして，単に現在の状況だけで評価し
合うのではなく，お互いにその個々の存続を尊重し合ってい
ること」（p.105）．

(註 5) 本シンポジウムの討論のなかでも，国家的視野の流通
システムに取り憑かれているからか，他の登壇者から縁故米
にかかわる話題は驚くほど無視された．
(註 6) 農林水産省『米穀の需給及び価格の安定に関する基本
指針（平成 18 年 11 月 30 日公表）』より．
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